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高松市地域包括支援センター運営業務委託モデル事業仕様書 

 

１ 目的 

本仕様書は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４６第１

項に規定する地域包括支援センター（以下「包括センター」という。）における包括的支援事業（法

第１１５条の４５第２項）及び第１号介護予防支援事業（法第１１５条の４５第１項第１号ニ）等

（以下「本業務」という。）の実施について、高松市（以下「発注者」という。）が、法第１１５条

の４７の規定に基づきに委託することについて、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務委託名、履行場所及びその他の事項等 

(１) 業務委託名 

高松市地域包括支援センター運営業務委託モデル事業 

(２) 履行場所 

香川総合センター２階 高松市香川町川東上１８６５番地１３ 

(３) その他 

その他の事項は別添特記仕様書のとおり 

 

３ 包括センターの設置等 

(１) 法第１１５条の４６第３項に基づき、高松市長に届け出て、包括センターを設置すること。 

(２) 包括センターの設置者として、法第１１５条の２２第１項に基づき、高松市長に指定介護予

防支援事業者の指定を申請すること。 

 

４ 開設時間及び休業日 

(１) 開設時間 

窓口の開設時間は、月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時までを基本とする。な

お、開設時間以外であっても、地域の住民、関係団体との会議等への出席が必要な場合には対応す

ること。また、夜間等の緊急の相談に備えるため、休日を含めた２４時間対応可能な体制を確保し

なければならない。 

(２) 休業日 

休業日は、原則として次のとおりとする。なお、受注者は特に必要があると認めるときは、アか

らウまでに掲げる日に窓口を開設することを発注者と協議することができる。 

ア 土曜日及び日曜日 

イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

ウ １月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日まで 

(３) その他 

発注者が必要と認めるときは、窓口開設時間及び休業日を変更することができる。 
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５ 業務内容 

本業務に関し、受注者が実施する業務は次の各号に掲げるものとする。なお、本業務の実施に当

たっては、本仕様書のほか 24に規定する法令等、その他厚生労働省発出の包括センターに関する事業

についての通知・通達、市が定める運営方針及び発注者が作成する各事業の関係資料を踏まえ、適切

な方法により実施するものとする。また、各業務における会議、講座等の回数については、別表１の

とおりとする。 

(１) 包括的支援事業 

ア 総合相談支援事業（法第１１５条の４５第２項第１号） 

(ア) 地域におけるネットワーク構築 

支援を必要とする高齢者を見い出し、適切な支援や継続的な見守りにより問題の発生を防止

するため、地域の医療・介護事業者、民生委員やインフォーマルサービス等の地域における

様々な関係者による会議に積極的に出席し、ネットワークの構築を図る。 

(イ) 実態把握 

(ア)により構築したネットワークを活用するほか、様々な社会資源との連携、高齢者世帯へ

の戸別訪問、家族や近隣住民からの情報収集等により、高齢者や家族の状況等についての実態

把握を行う。 

(ウ) 総合相談支援 

本人、家族、近隣の住民、地域のネットワーク等を通じた様々な相談を受けて、的確な状況

把握を行い、相談内容に即したサービス又は制度に関する情報提供、関係機関等を紹介すると

ともに、必要に応じ専門的・継続的な支援を行う。 

また、相談に当たっては、重層的支援体制整備事業の趣旨を踏まえ、地域生活課題を抱える

住民及びその世帯に対する包括的な支援体制を整備する観点から、相談者の属性や世代に関わ

らず、相談を受け止めるとともに、必要に応じ、多機関協働事業につなぎ、関係機関との協働

による世帯全体へチーム支援など必要な支援を行う。 

(エ) 各種申請の受付 

相談により介護保険の要介護（支援）認定や福祉サービス利用申請等が必要な際には、これ

らを受け付け、速やかに市の所管課に提出する。 

(オ) 緊急時の対応 

ａ 災害が発生した場合や災害に関する警報が発表された場合は、下記 10(２)の規定により作

成された災害発生時対応マニュアルに基づき高齢者の現状を把握し、発注者に報告する。 

ｂ 安否確認の通報があった場合は、対象者の情報を収集し、訪問等により状況を確認した上

で、発注者へ報告する。 

イ 権利擁護事業（法第１１５条の４５第２項第２号） 

(ア) 権利擁護の普及啓発 

高齢者虐待防止、消費者被害の防止及び成年後見制度等に関する情報を地域住民等に対し普

及啓発活動を実施する。 

(イ) 成年後見制度の活用 

成年後見制度や日常生活自立支援事業について説明を行い、制度の活用に関する支援や関係
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機関の紹介等を行う。成年後見制度について申立てを行う親族がいない又は本人や親族がその

意思がないなどの理由で利用が困難と認められる場合は、発注者に連絡して市長申立てにつな

げる。また、市長申立て判定会や受任調整会議等の参加、関係書類の作成などについては協力

する。 

(ウ) 高齢者虐待への対応 

  高齢者等の虐待(疑いを含む。)に関する情報を得た場合は、高松市高齢者虐待防止・対応マ

ニュアル（以下「虐待防止マニュアル」という。）に従い、直ちに発注者に報告の上、当該高

齢者等の安全確認とその事実確認（高齢者等本人、家族、関係者等からの情報収集など）を行

う。 

 事実確認した事案の概要については、発注者が指定する様式により発注者に報告するととも

に、対応策については適宜発注者と協議する。 

 支援困難案件については、必要に応じてケース検討会議を開催するなど、広く関係者の意見

を聞く。 

 受注者は、発注者又は市の所管課が開催する虐待防止マニュアルに基づくコアメンバー会議、

高齢者虐待対応協力者会議に参加を求められた場合に担当職員を参加させる。また、関係書類

の作成などについては協力する。 

 養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な支援を行う。 

 受注者は、包括センターにおける高齢者虐待対応の体制や手順を整え、職員に周知する。 

(エ) 老人福祉施設等への措置の支援 

老人福祉法等の「やむを得ない措置」が必要である高齢者の情報を得た場合は、直ちに発注

者に報告の上、当該高齢者等の安全確認とその事実確認（高齢者本人、家族、関係者等からの

情報収集など）及び必要な支援を行う。 

事実確認した事案の概要については、発注者に報告するとともに、対応策については適宜発

注者と協議する。 

老人福祉法等の「やむを得ない措置」が必要であるか決定するために市が開催するコアメン

バー会議等の会議に参加し、対象高齢者等の情報を報告する。また、関係書類の作成などにつ

いて協力する。 

また、措置を実施した後も、発注者又は市の所管課からの求めに応じて対象者等に支援を実

施する。 

 (オ) 消費者被害への対応 

消費者被害が発生したときは、消費生活センターや司法関係者等と連携し、被害の拡大防止、

被害回復、再発防止等の支援を行う。 

ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業（法第１１５条の４５第２項第３号） 

(ア) 包括的・継続的なケア体制の構築 

在宅・施設を通じた地域における包括的・継続的なケアを実施するため、医療機関を含めた

関係機関との連携体制を構築し、介護支援専門員と関係機関との連携を支援する。また、介護

支援専門員が地域の健康づくりやサークル活動等の介護保険サービス以外の様々な社会資源を

活用できるよう、地域の連携・協力体制を整備する。 



高松市地域包括支援センター運営業務委託仕様書 

 

4 

 

(イ) 介護支援専門員情報交換会の実施 

地域の介護支援専門員の日常的な業務の円滑な実施を支援するため、介護支援専門員相互の

情報交換等を行い、介護支援専門員のネットワークを構築強化する。 

(ウ) 介護支援専門員を対象とした研修会等の実施 

発注者と協働して、地域の介護支援専門員の資質向上のための介護予防支援及び介護予防ケ

アマネジメント研修会や事例検討会等を開催する。 

(エ) 日常的個別指導・相談 

地域の介護支援専門員の日常的業務の実施に関して、専門的な見地から個別指導、相談支援

を行う。また、介護支援専門員の資質向上のため、包括センターの各専門職や関係機関とも連

携の上、事例検討会や研修の実施、制度や施策等に関する情報提供等を行う。 

(オ) 支援困難事例等への指導・助言 

地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例について、包括センターの各専門職や地域関係

者、関係機関との連携の下で、具体的な支援方針を検討し、指導助言等を行う。 

エ 在宅医療・介護連携推進事業との連携・協力（法第１１５条の４５第２項第４号） 

地域における医療・介護の円滑な連携のため、発注者又は市の所管課が在宅医療・介護連携推

進事業の一環として実施する研修への参加や会議への出席、その他各事業への連携・協力に努め

る。 

オ 認知症総合支援事業（法第１１５条の４５第２項第６号） 

(ア) 認知症初期集中支援推進事業 

認知症の早期診断・早期対応に向けた認知症初期集中支援事業に関する周知啓発を行うこと。

また、事業対象者の把握や情報収集を行い発注者に情報提供するとともに、事業利用のための

必要な書類の作成や審査会の参加、訪問や必要な連絡調整及びチーム員会議への参加等、「認

知症初期集中支援チーム運用マニュアル」に基づき事業への協力や対象者への支援を行う。 

(イ) 認知症地域支援・ケア向上事業 

ａ 認知症地域支援推進員の配置 

認知症地域支援推進員（以下「推進員」という。)を１人以上配置する。 

ｂ 認知症理解の普及啓発 

高松市認知症ケアパスの活用・普及啓発を行う。認知症に関する普及啓発の実施状況を発

注者が指定する方法で報告する。 

ｃ 認知症地域連携の推進 

推進員を中心に認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、医

療・介護の関係機関や認知症サポーター等、認知症の人を支援する関係者の連携体制を構築

する。 

ｄ 認知症の相談支援や支援体制の構築 

推進員を中心に、認知症の人等からの相談に対して、その知識・経験を活かした相談支援

を実施するとともに、状況に応じた必要なサービスが提供されるよう調整する。 

ｅ 認知症カフェに関する運営支援 

担当地区内に設置される認知症カフェの運営支援やチラシ配布、認知症の人等必要な人に
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認知症カフェの情報を提供するなど周知啓発に協力する。 

(ウ) 認知症サポーター活動支援・地域づくり推進事業 

推進員を中心に、認知症の人等の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ

仕組みであるチームオレンジの運営に支援・助言するとともに、チームオレンジの情報交換会

などの定期的な開催やチームオレンジのメンバーを増やす取組について発注者と協力連携する。 

 また、地域で暮らす認知症の人等の支援ニーズを、本人ミーテイングの場を活用したり、認

知症サポーターや地域住民から情報収集するなどして把握し、実施する支援に生かす。 

カ 地域ケア会議の実施（法第１１５条の４８） 

(ア) 地域ケア小会議  

発注者と協働して、高松市地域ケア小会議実施要領に基づく地域ケア小会議を開催し、介護

等が必要な高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう具体的な支援方策を検討する。 

また、個別課題の分析等を積み重ねることで、地域に共通する課題を明らかにするとともに、

各地区の地域福祉ネットワーク会議に参加し、地域課題の解決や地域資源の形成等を検討する。 

 (イ) 地域ケア会議 

発注者が開催する地域ケア会議に出席し、地域課題を解決するための政策を提言するととも

に、地域包括ケアシステムの構築・強化に努める。 

キ 任意事業（法１１５条の４５第３項）及びその他の事業 

(ア) 認知症サポーター等養成事業 

認知症への理解を深め、地域で認知症の人や家族等（以下「認知症の人等」という。）を支

えるため、認知症キャラバン・メイトを確保する体制を整えるとともに、認知症サポーター養

成講座を開催すること。認知症サポーター養成講座を実施した際には、発注者が指定する方法

で報告する。 

(イ)  認知症の人等に対する支援 

認知症の人等を支えるつながりを支援し、認知症の人の家族の身体的・精神的負担を軽減す

るため、発注者が主催する各種事業に協力するとともに、必要な事業を自主的に開催する。 

(ウ) 認知症高齢者の見守り支援 

認知症等行方不明高齢者保護ネットワークによる認知症等行方不明高齢者の早期発見に協力

するとともに、地域関係者と連携し、地域における認知症高齢者の見守り体制を構築する。 

(エ) 認知症早期発見・対応強化事業 

認知症の早期発見・早期対応等を行うため、運転免許の更新時に認知機能検査などで判明

した認知症のおそれのある人のうち、支援を希望する人（以下「支援希望者」という。）につ

いての情報を発注者から受注者に提供する。受注者は支援希望者に連絡し、健康状態や生活

等の状況を確認の上、必要な医療や介護その他の支援につなげること。支援希望者の状況及

び受注者が行った支援等について、発注者が指定する方法で報告する。 

(２) 介護予防・日常生活支援総合事業 

ア 第１号事業対象者の把握等 

第１号事業（法第１１５条の４５第１項第１号）を利用しようとする第１号被保険者に対して、

基本チェックリストにより当該事業の対象者であることの確認を行うとともに、第１号介護予防
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支援事業の届出の支援を行う。 

イ 第１号介護予防支援事業（法第１１５条の４５第１項第１号ニ） 

要支援者及び介護予防・生活支援サービス事業（法第１１５条の４５第１項第１号）対象者か

ら依頼を受けて、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境

その他の状況に応じて、第１号訪問事業（訪問型サービス）、第１号通所事業（通所型サービス）

のほか、一般介護予防事業や民間企業等による生活支援サービスを含め、適切なサービスが包括

的かつ効果的に提供されるよう必要な援助を行う。 

なお、事業の実施に当たっては、(３)に規定する事項を準用するものとする。 

ウ 一般介護予防事業（法第１１５条の４５第１項第２号） 

 市の所管課が実施する一般介護予防事業の実施について、協力・連携する。 

(３) 指定介護予防支援事業（法第８条の２第１６項） 

介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス等の適切な利用を行うこと

ができるよう、心身の状況及び生活環境等を勘案し、介護予防サービス計画を策定するとともに、

当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、介護予防

サービス事業者等との連携調整等を行うこと。なお、事業の実施に当たっては、高松市社会福祉施

設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成２４年１２月２６日条例第８５号）を遵守

し、介護保険における要支援者一人一人に必要なサービスが公正・中立に提供されるよう努めるこ

と。 

ア ３職種（包括センターにおいて主に包括的支援事業に従事する８(１)アからウまでのいずれか

の職を有する職員をいう。以下同じ。）が業務を行う場合の留意事項 

３職種が当該業務を担当する場合は、包括的支援業務に支障がない範囲で行うこと。支障のな

い範囲とは、１月当たりの指定介護予防支援及び第１号介護予防支援（以下「指定介護予防支援

等」という。）が、２０件に３職種の配置数（常勤換算）を乗じて得た件数以内とする。 

イ 指定介護予防支援業務に係る介護予防サービス計画費（介護報酬） 

指定介護予防支援業務に係る介護予防サービス計画費は受注者の収入とし、その収入をもって

指定介護予防支援事業者としての運営を行うこと。 

ウ 指定介護予防支援業務の一部の委託 

受注者は、指定介護予防支援業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託（以下「再委託」と

いう。）することができる。再委託に当たっては、次の事項に留意すること。 

(ア) 再委託に関し、必要な事項をあらかじめ発注者に報告すること。また、介護保険法施行規

則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「法施行規則」という。）第１４０条の３５の規定に

よる届出を行うこと。 

(イ) 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号。以下「指定介護予

防支援基準」という。）第３０条に規定するアセスメント業務、介護予防サービス計画の作成

業務等が一体的に行われるよう配慮すること。 

(ウ) 再委託先は、指定介護予防支援業務に関する研修を受講する等必要な知識・能力を有する

介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者であること。 
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具体的には、委託先の指定居宅介護支援事業者に、都道府県若しくは政令指定都市が実施す

る新予防給付ケアマネジメント従事者研修を修了した介護支援専門員又は平成１８年度以降の

介護支援専門員実務研修を修了した介護支援専門員が所属していること。 

(エ) 指定介護予防支援業務に係る責任主体は、包括センター（受注者）であり、再委託を行っ

た場合であっても、再委託先の指定居宅介護支援事業者が介護予防サービス計画の原案を作成

する場合には、受注者は当該計画が適切に作成されているか、内容が妥当か等について確認を

行うこと。また、委託先の指定居宅介護支援事業者が評価を行った場合には、受注者は当該評

価の内容について確認を行い、今後の介護予防支援の方針等を決定すること。 

(オ) 指定介護予防支援業務の一部を指定居宅介護支援事業者に再委託している利用者分に関し、

受注者が再委託先の指定居宅介護支援事業者との契約において介護予防サービス計画費のうち

業務割合に見合った適切な金額を設定し、委託料として支払うこと。なお、当該委託料の設定

に当たっては、あらかじめ発注者と協議すること。 

(カ) 指定介護予防支援基準第２６条の２各号に規定する虐待の発生又はその再発を防止するた

めの措置（以下「虐待の防止に係る措置」という。）を講じなければならない。但し、令和３

年改正省令附則第２条を適用し、履行開始日において虐待の防止に係る措置を講じない場合は、

業務開始時に虐待の防止に係る措置の整備計画を発注者に文書で提出すること。 

(４) 引継業務 

受注者が包括センターの運営を円滑に実施できるよう、必要に応じて、発注者、居宅介護支援事

業所、各包括センター等の関係機関と連携し業務の引継ぎを行う。 

 

６ 本業務実施上の留意事項 

(１) 地域包括ケアシステムの推進 

本業務に当たっては、包括センターの３職種によるチームとしての連携・協働した対応はもちろ

んのこと、保健・福祉・医療の専門職やボランティアなど様々な関係者がそれぞれの能力を生かし

ながら相互に連携することにより、介護及び医療サービス、ボランティア活動、近隣住民同士の助

け合いまで、地域の様々な社会資源を活用した継続的かつ包括的なケアが行われるよう支援するこ

と。 

(２) 地域住民への啓発   

地域包括ケアシステムの推進のため、包括センターの役割や、高齢者の権利擁護、認知症等に関

する啓発を自主的に行うとともに、地域住民や団体等から依頼があった場合には、地域に出向き、

出前講座を行うこと。 

(３) 地域包括支援センター運営協議会への出席等 

高松市高齢者保健福祉・介護保険制度運営協議会（地域包括支援センター運営協議会）に、出席

の必要があるときは原則として地域包括支援センター長が出席し、運営状況の報告や説明等を行う

こと。 

また、その他各種会議等に必要に応じて参加・協力すること。 

(４) 老人介護支援センターとの連携 

高松市老人介護支援センター事業実施要綱に基づき、担当地区内を管轄する老人介護支援セン
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ターと密接な連携を図り、事業の円滑な運営を支援すること。 

また、老人介護支援センターから、高齢者虐待に関する相談、援助要請又は通報等の報告を受け

た場合は、老人介護支援センターと協力し、迅速な対応を行うこと。 

特に、担当地区内の老人介護支援センターは、包括センターのブランチ（相談窓口）となること

に留意すること。 

(５) 地域密着型サービス事業所の運営推進会議への出席等 

地域密着型サービス事業所が開催する運営推進会議に出席し、地域に密着した運営を行えるよう

支援すること。 

(６) 苦情対応 

包括センターに対する苦情を受けた場合には、その内容及び対応等を所定の報告書にて、速やか

に発注者に提出すること。 

(７) 公正・中立性 

受注者は包括センターを運営するに当たり、正当な理由なく特定の事業者・団体・個人を有利に

取り扱うことがないよう十分配慮すること。 

(８) 身分証明書等の携行・掲示 

包括センターの職員は、常に身分証明書を携行し、必要により利用者に掲示しなければならない。

また、包括センターの職員は、業務時間中は包括センターの職員であることがわかるように名札を

着用すること。 

(９) 包括センターに関する情報の周知 

包括センターの情報（夜間、早朝又は平日以外の窓口を含む。）を住民にパンフレットや受注者

のホームページ等で周知すること。また、虐待等の緊急的な対応の観点から、特に必要と想定され

る人に対しては、個別に周知を行うこと。 

(10) 開設時間における職員の常駐 

包括センターの開設時間中は、必ず包括的支援事業に従事する職員１人以上を包括センターに常

駐し、窓口や電話での相談に対応できるようにすること。 

(11) その他 

受注者は、本仕様書の業務のほか契約締結日以降の法令又は国県市の制度の制定・改正等により

生じる包括センターの業務については、委託料を変更することなく実施すること。但し、業務量が

著しく増加する等の場合は、委託料の変更について発注者及び受注者で協議するものとする。 

 

７ 個人情報の取扱い 

包括センターの運営上、多くの個人情報を取り扱うこととなるため、次に掲げる事項に留意しなけ

ればならない。 

(１) 本事業の実施に当たり、各業務の担当者が互いに情報を共有し、その活用を図ることが重要で

あることに鑑み、予め本人から個人情報を事業目的の範囲内で利用する旨の了解を得ること。 

(２) 個人情報の取扱いについては、関係法令（通知、ガイドライン等を含む。）及び別記個人情報

取扱特記事項等を遵守し、厳重に取り扱うこと。ファイルの保管やシステムの閲覧制限等、セキュ

リティ管理に充分留意すること。 
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(３) 個人情報を含む書類又は電磁的記録等を廃棄する場合は、書類細断機（シュレッダー）等を利

用し復元不可能にする又は適切な産業廃棄物処理業者に委託すること。 

 

８ 包括センターの人員体制 

(１) 包括センターの職員のうち包括的支援事業に従事する職員は常勤とし、包括的支援事業ほか本

仕様書において従事できる業務の専従とする。また、次のアからウまでのいずれかの職を有する者

とする。３職種については、担当地区ごとに定められた人数の常勤職員を配置すること。ただ

し、３職種について、すべてを常勤職員とすることが著しく困難な場合は、適切な業務水準が確保

できる範囲で、各職種ごとに少なくとも１人は常勤職員を配置し、経過的にその他の職員を兼務・

非常勤として差し支えない。配置人員に欠員（産前産後休暇・育児休暇又は３０日以上の病気休暇

等を取得する場合を含む。以下同じ。）が生じた場合は、速やかに代替職員を補充すること。な

お、１か月以上の欠員状態が続く場合、本業務以外の常勤職員の兼業が判明した等の場合又は兼

務・非常勤職員を配置した場合は、原則として欠員相当分又は本業務に勤務しない時間相当分を委

託料から減額する。 

ア 保健師その他これに準ずる者（地域ケア、地域保健等に関する経験があり、かつ、高齢者に関

する公衆衛生業務経験を１年以上有する看護師。准看護師は含まない。） 

イ 社会福祉士その他これに準ずる者（福祉事務所の現業員等の業務経験が５年以上又は介護支援

専門員の業務経験が３年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に３年以上従

事した経験を有する者） 

ウ 主任介護支援専門員 

(２) 包括センターの３職種の配置人数に欠員が生じた場合、発注者は職員の確保について可能な範

囲で協力するものとする。 

(３) 包括センターに配置された３職種の常勤職員から業務責任者を地域包括支援センター長とし

て１人選任すること。 

(４) 認知症地域支援推進員の配置 

ア 推進員は、３職種のうちいずれかを配置し認知症対策事業を実施すること。 

イ 推進員は、国等が実施する認知症地域支援推進員研修を受講した者又は受講予定の者を配置

すること。 

ウ 推進員は、包括的支援業務と兼務できるものとする。 

(５) 包括的支援業務において、常勤・専従で３職種以外の事務員等の職員（以下「事務員等」とい

う。）を定められた人数を配置すること。なお、事務員等は、指定介護予防支援等事業を兼務する

ことができる。欠員が生じた場合の取扱いは、(１)に準じる。 

(６) 指定介護予防支援等事業の実施のため、包括センターの担当する介護予防サービス計画の数を

勘案し、介護支援専門員その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を必要に応じて配置

する。 

(７) 包括センターに配置された３職種が取り扱う１月当たりの指定介護予防支援等の合計の件数

は、３職種の配置人数（常勤換算）に２０件を乗じて得た件数を上限とすること。なお、３職種１

人当たりの件数は２０件を上回っても差し支えない。 
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(８) 介護支援専門員（常勤換算）１人当たりが取り扱う１月当たりの指定介護予防支援等の合計の

件数は、６０件を標準とすること。 

(９) 包括センターの配置職員に変更が生じる場合は、原則として３０日前までに発注者へ書面を

もって報告し、事前承認を得ること。また、変更後に履歴書の写しと資格の確認できる書類を提出

すること。 

 

９ 研修計画の策定、実施 

受注者は、次のとおり研修を計画し、実施すること。 

(１) 包括センターの職員に対し、次の事項を含む業務遂行において必要な知識を修得させるため、

発注者と協議のもと、包括センター運営に沿った研修計画を策定し、適切な教育・研修を行うこと。

また、研修計画及び実施した研修の内容と状況を記録し、発注者に提出すること。 

ア 包括センターに関する意義と概要 

イ 高齢者虐待防止に関する知識 

ウ 本業務に関する必要な知識 

エ 個人情報保護 

オ 防災、災害対策、感染対策等に関わる各種対応マニュアル、連絡体制 

(２) 包括センターの職員に対して、事前教育・研修を徹底し、滞りなく本業務を遂行できるように

すること。 

(３) 必要に応じ、包括センターの職員を発注者又はその他の者が開催する研修、会議等に参加させ

ること。なお、発注者が研修、会議等の参加を求めた場合は特別の理由がない限り参加させること。 

(４) 情報が更新されるものについては臨時研修等を行い、全ての包括センターの職員への周知を徹

底すること。 

(５) 研修内容についての理解度を確認し、必要に応じ繰り返し指導すること。 

(６) 業務上、有益な資格の取得、講習への参加を推進し支援する。なお、個人の資格取得にかかる

費用は、委託料の対象経費とならないことを留意すること。 

(７) 初任者に対して、本業務に必要な業務基礎研修、就業就労研修等を事前に実施する。 

 

10 緊急時災害発生時の対応 

(１) 緊急時への備えを万全にする。 

ア 組織体制表及び連絡先を発注者に提出し、時間外、休日の問い合せに対応する。 

イ 運用に関わるリスクマネジメントを徹底し、事故を未然に予測、防止する視点で業務を遂行す

る。 

(２) 災害発生時の対応 

受注者は、発注者と協議のもと、本業務における災害発生時対応マニュアル（指定居宅介護予

防支援事業所としての業務継続計画を含む。）を作成しなければならない。マニュアルの作成に

当たっては、災害発生時に主に担当地区内の要援護者の支援ができる包括センターの体制が整え

られるよう留意しなければならない。 
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11 事故発生時の対応 

(１) 受注者は、業務において事故が発生した場合、直ちに発注者及び事故の相手方の家族等に連絡

を行うととともに、必要な措置を講じること。また、事故発生後、速やかに事故報告書を発注者に

提出すること。 

(２) 受注者は、本業務の実施において建物・設備等の破損、異常等を認めた場合は、直ちに発注者

に報告すること。 

 

12 労働安全衛生管理 

 受注者は、本業務における労働安全衛生管理として次の事項を実施する。 

(１) 包括センターの職員の健康診断を最低年１回定期的に実施し、その記録を保管する。また、就

労において注意が必要な事項は発注者に報告する。また、その他必要とする健康診断等を包括セン

ターの職員に実施させること。 

(２) 包括センターの職員の本業務における事故防止を図るため、労働安全と精神衛生についての教

育等を行うこと。また、本業務の遂行に必要な安全管理と事故防止に努めること。 

(３) 発注者が実施する防災訓練等に参加すること。 

(４) 包括センターの職員の就業禁止事項 

包括センターの職員又はその同居する者が発注者の指定する疾患にかかった場合（疑いがある場

合を含む。）又は該当することとなった場合は、当該職員をすべて本業務に従事させないこと。さ

らに速やかに発注者に届け出ること。 

 

13 労働関係法規の遵守及び適正な労働条件の確保 

(１) 所定労働時間については、労働基準法に基づき，本業務の実施に当たっては，就労の実態を踏

まえ、完全週休２日制の導入や１日の労働時間を縮減する等，法定労働時間の週４０時間（特例措

置の適用を受ける事業にあっては、週４４時間）を遵守すること。また、時間外、休日及び深夜

（午後１０時から翌日の午前５時まで）に、労働させた場合においては、同法に定める率の割増賃

金を支払うこと。 

(２) 雇入れの日から起算して６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した労働者に対して、

最低１０日の年次有給休暇を付与すること。いわゆるパートタイム労働者についても、所定労働日

数に応じて年次有給休暇を付与すること。 

(３) 労働者の雇入れに当たっては、賃金、労働時間その他の労働条件を明示した書面を交付するこ

と。 

(４) 賃金は毎月１回以上、一定の期日にその全額を直接、労働者に支払うこと。支払の遅延等の事

態が起こらないよう十分配慮すること。賃金については、最低賃金法の定めるところにより最低賃

金額以上の額を支払うこと。 

(５) 労働保険はもとより、労働者の福祉の増進のため健康保険及び厚生年金保険は法令に従い加入

すること。なお，健康保険及び厚生年金保険の適用を受けない労働者に対しても、国民健康保険及

び国民年金に加入するよう指導すること。 

(６) 第１号から第５号までに定めるもののほか、労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規を
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遵守すること。 

 

14 守秘義務 

受注者は業務上知り得た秘密を第三者（本業務に従事しない受注者の職員を含む。）に漏らしては

ならない。このことは、契約の解除及び契約期間が終了した場合においても同様とする。 

 

15 包括センターの事務所の設備等 

(１) 施錠できる保管庫を有し、セキュリティを確保すること。 

(２) 事務所の固定電話の設備及び電話回線（ファックス回線を含む。）について、発注者が受注者

に貸与する。但し、履行期間中の電話回線に係る費用（基本料金、通話料金等）については受注者

の負担とする。 

(３) 包括センター専用の携帯電話を履行期間中確保すること。 

(４) 包括センター専用のインターネット接続環境及びメールアドレス（フリーメールは除く。）を

確保すること。 

(５) 事務机及び椅子は発注者が貸与するが、不足する場合は受注者の負担で配置すること。 

(６) 複合機（ファックス、コピー、スキャナ及びプリンタ機能を有し、Ａ３サイズ対応のもの）を

確保すること。 

(７) 包括センター業務用に必要な自動車等の交通用具について、必要な台数を用意すること。但し、

包括センター業務専用の包括センターの表示がある自動車を必ず２台以上確保すること。 

(８) その他、本業務に必要な設備類は、受注者の負担で設けること。 

(９) 受注者は、本業務の履行に関し現状を変更する工事を行う場合は、あらかじめ発注者の承認を

得ること。発注者は、工事完了後、履行確認の検査を行う。この検査に合格した後に工事が完了し

たものとする。 

 

16 システム及び機器の貸与等 

(１) 地域包括支援システム 

ア 受注者は、発注者が構築した次の地域包括支援システム（以下「システム」という。）を業務

（包括的支援事業の記録、指定介護予防支援等に関する利用者管理及び給付費請求事務等）の履

行において使用しなければならない。システムに記録すべき情報は、発注者が指定する情報を除

きすべてシステムに記録しなければならない。 

・アトラス情報サービス製 地域包括ケア支援システム スマイルコンパス 

イ 受注者は、システムの使用に際し、発注者の指示に従い高松市情報セキュリティ対策基準の規

定（平成２９年６月１日）を準用して運用するとともに、その使用状況を適正に管理すること。 

(２) 機器の貸与・使用 

ア 発注者は、システムに接続する端末機等を受注者に貸与する。端末等が不足する場合は、あら

かじめ発注者から承諾を得た場合、受注者の負担で端末機等増設することができる。 

イ 受注者は、貸与された端末機について、本業務以外の用途に使用してはならない。 

ウ 受注者は、貸与された端末機を事務所から、持ち出してはならない。 
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エ 受注者は、貸与された端末機以外の端末機を本業務に使用してはならない。但し、あらかじめ

発注者から承諾を得た場合は、この限りではない。 

オ 受注者は、貸与された端末機にソフトウエア又はアプリケーション等を使用してはならない。

但し、あらかじめ発注者から承諾を得た場合は、この限りではない。 

カ 受注者は、システムのネットワーク及び貸与された端末機に機器を接続してはならない。但し、

あらかじめ発注者から承諾を得た場合は、この限りではない。 

(３) 費用負担 

 システム及び機器の費用負担は次のとおりとする。 

ア 受注者の費用負担 

・発注者からの貸与品以外の機器又は備品 

・消耗品の費用 

・受注者の故意又は重大な過失により生じたシステム又は機器の不具合、破損又は紛失による修

繕等に要する費用 

・履行開始後に履行場所で必要となったシステム及び機器の運用に必要な消耗品の費用 

・受注者が実施する指定介護予防支援事業において地域包括支援システムを利用する際に必要な

介護給付費単位数表標準マスタ（国民健康保険中央会）の使用許諾（ライセンス）費用 

  イ 発注者の費用負担 

・システムの調達費用及び保守費用 

・機器の調達費用及び保守又は修繕費用（上記アに該当する場合は除く。） 

 

17 提出書類等 

(１) 業務組織表（連絡体制及び従事する職員名簿）を契約後速やかに発注者に提出すること。 

(２) 受注者は本業務を開始するときは、「着手届」を発注者に提出すること。 

(３) 各年度の４月末日までに「事業計画書」及び「収支予算書」を提出すること。 

(４) 包括センターの各事業について、毎月の業務実施状況（職員の配置を含む。）を当該月の翌

月１０日までに発注者の定める様式により報告すること。 

(５) 各年度の委託業務終了後１５日以内に事業報告書及び収支決算に関する書類を提出すること。

委託業務に関する収入及び支出は、包括センター運営事業（本業務の指定介護予防支援等事業を除

く事業をいう。）の会計と、指定介護予防支援等事業の会計と明確に区分すること。なお、書類を

提出後に収支金額の変動があった場合は、速やかに事業報告書及び収支決算に関する書類を提出す

ること。また、発注者に求められた場合は、経理に関する帳簿及び収入支出の証拠書類等必要な書

類を提出すること。 

(６) 地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について（通知）（令和２年５月２９日付

老振発第０７０４第１号）等に基づき、自らその実施する事業の評価等を行うための準備を行うこ

と。 

(７) 本業務の質を一定に確保するための包括センターの職員用業務マニュアル等を整備し、発注者

に提出する。また、業務マニュアル等に関し、必要に応じて都度見直しを行い、発注者に報告・提

出を行う。 
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(８) 持ち込み品の報告 

受注者は本業務を遂行するために履行場所に備品等を持ち込む場合は、あらかじめそのリストを

提出し、発注者の承認を得ること。この場合、持ち込み品は、必ず所有者の表示をし、受注者の責

任において管理し、契約終了時において、撤去及び原状復旧する。 

(９) その他必要に応じて発注者が依頼する各種調査等について、定められた期限までに提出するこ

と。 

 

18 書類等の保管について 

(１) 書類等の保管場所 

本業務に係る書類又は電磁的記録（以下「書類等」という。）は、上記２履行場所に保管するこ

と。上記２履行場所以外の場所に持ち出す場合は、事前に書面により発注者の承認を得なければな

らない。 

(２) 書類等の保存期間 

受注者は、本業務において受注者の経理に関する書類及び発注者に提出した各種書類、会議相談

記録等（システムに記録したものを除く。）を次の各号の期間保管するものとし、発注者が提出を

求めた場合は、速やかに提出すること。なお、期間の起算日は、実施年度の翌年度の初日とする。 

ア 経理に関する帳簿    １０年 

イ 収入・支出の証拠書類等   １０年 

ウ 発注者に提出した各種書類等    ２年 

エ 会議相談記録等（システムに記録したものを除く。） ５年 

 

19 業務委託料、会計、運営に係る経費の取扱い 

(１) 業務委託料 

契約書記載のとおり 

(２) 業務委託料の支払方法等 

 各年度四半期ごとに前金払い。 

その他は、別添地域包括支援センター運営業務委託に係る業務委託料等についてのとおり。 

 

20 損害賠償責任 

本業務の実施に関し、受注者の帰する責により発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者の

責任においてこれを賠償しなければならない。また、受注者は、損害賠償保険に加入する等により、

その損害賠償が円滑に行えるようにしておかなければならない。受注者が、本業務の実施に関する損

害賠償保険に加入したときは、その証書の写しを発注者に提出すること。 

また、受注者は、本仕様書、受注者の提案のほか発注者が定める条件を履行しないため、損害を与

えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償額として発注者に支払わなければならない。 

 

21 一括再委託等の禁止 

(１) 本業務の全部を一括して、第三者に委任し、若しくは請け負わせることはできない。但し、高
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度な専門知識、技能又は資格を必要とする業務並びに法令又は本仕様書において委託が認められた

業務に限り、あらかじめ発注者の承諾を得て、本業務の主たる部分を除き再委託することができる。 

(２) 受注者は、(１)の但し書きにより発注者に承諾を求める場合は、再委託先、再委託の内容、再

委託の理由、そこに含まれる情報その他再委託先の管理方法等を文書で提出すること。 

(３) 受注者は、(１)の但し書きにより再委託する場合には、再委託者の当該事務に関する行為につ

いて、発注者に対してすべての責任を負うものとすること。 

(４) 受注者は、(１)の但し書きにより再委託する場合には、再委託者に対し、契約で定める事項を

遵守させ、誓約書を提出させること。但し、発注者が誓約書を提出させないことを認めた場合はこ

の限りではない。 

(５) 受注者は、(４)により再委託者から提出された誓約書を受注者に提出すること。 

 

22 業務の終了時における引継等について 

(１)  業務の引継 

契約が終了する際に受注者が次期契約を受注しない場合は、包括センターの業務が滞ることのな

いよう配慮し、業務の引継ぎを行うこと。引継に要する費用は受注者の負担とする。 

(２) 書類・データの引継 

本業務に係る全ての資料及びデータを発注者の指定する方法で返却すること。なお、本業務に係

る包括センターの全ての資料、データは発注者に所有権が帰属するものとし、発注者の了承なく使

用することはできない。また、受注者は契約終了後に、本業務に係る包括センターの全ての資料、

データを発注者の了承なく保有・保管することはできない。 

(３) 持込品の撤去・原状回復 

受注者の持込品については、受注者の費用で撤去を行い、原状回復すること。 

 

23 契約の解除 

受注者が法令、要綱、契約又は仕様等を遵守しない場合や、業務を適切、公正、中立かつ効率的に

実施しておらず、また、発注者の是正指示に従わない場合などにおいては、高松市高齢者保健福祉・

介護保険制度運営協議会（地域包括支援センター運営協議会）に諮り、期間の満了を待たずに契約を

解除することがある。 

 

24 関連する法令、要綱及び手引き等 

受注者が業務の実施に当たって、この仕様書のほか遵守すべき主な法令等の規定は次のとおりであ

る。 

〇介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

〇介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号） 

〇介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号） 

〇指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号） 

〇介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）



高松市地域包括支援センター運営業務委託仕様書 

 

16 

 

の実施及び介護予防手帳の活用について(平成２７年６月５日老振発０６０５第１号) 

〇高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成１７年法律第１２４号） 

〇地域包括支援センターの手引き（厚生労働省老健局） 

〇地域包括支援センター運営マニュアル（３訂）（一般財団法人長寿社会開発センター） 

〇地域支援事業実施要綱（平成１８年６月９日老発第０６０９００１号） 

〇地域包括支援センターの設置運営について(平成１８年１０月１８日老計発第１０１８００１号、

老振発第１０１８００１号、老老発第１０１８００１号) 

〇高松市社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成２４年１２月２６日条例

第８５号） 

〇高松市社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例施行規則（平成２５年３月２９

日規則第２３号） 

〇重層的支援体制整備事業の実施について(令和３年６月１５日子発０６１５第１０号、社援

発０６１５第２号、障発０６１５第１号、老発０６１５第１号） 

 

25 その他 

 特記仕様書、質問に対する回答内容はこの仕様書に優先する。 

本仕様書に定めのない事項を含む疑義については、発注者と協議の上決定する。 
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別表１ 包括的支援事業等における事業実施回数一覧表 

事業内容 実施回数 備考 

１ 包括的・継続的ケアマネジメント   

 (１)  介護支援専門員情報交換会 年間１回以上 仕様書５(１)ウ(イ) 

２ 地域ケア会議の実施   

 (１) 地域ケア小会議（個別プラン検討） 年間４回（12事例）以上 仕様書５(１)カ(ア) 

(２) 地域ケア小会議（個別ケース検討） 年間３回（３事例）以上 仕様書５(１)カ(ア) 

３ 認知症地域支援   

 (１)  認知症サポーター養成講座 年間１回以上 仕様書５(１)キ(ア)ａ 

(注) 履行期間が１年に満たない年度は、実施回数を１２で除して履行期間の月数を乗じて得た回数

（１回未満切り上げ） 
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別表２ 業務区分表 

１ 包括的支援事業 

事業区分 発注者 仕様書 受注者 仕様書 

１ 総合相

談支援事

業 

  １ 地域におけるネットワーク構築 

２ 実態把握 

３ 総合相談支援 

４ 各種申請の受付 

５ 緊急時の対応 

5(1)ｱ(ｱ) 

5(1)ｱ(ｲ) 

5(1)ｱ(ｳ) 

5(1)ｱ(ｴ) 

5(1)ｱ(ｵ) 

２ 権利擁

護事業 

１ 成年後見市長申立 

２ 高齢者虐待の認定(市所管課) 

３ 高齢者虐待のケース会議の参加 

４ 高齢者虐待のコアメンバー会議、高

齢者虐待対応協力者会議の開催(市所

管課） 

５ 老人福祉施設等への措置 

5(1)ｲ(ｲ) 

5(1)ｲ(ｳ) 

5(1)ｲ(ｳ) 

5(1)ｲ(ｳ) 

 

 

5(1)ｲ(ｴ) 

１ 権利擁護の普及啓発 

２ 成年後見制度の活用 

(１) 成年後見市長申立の支援 

(２) 成年後見市長申立判定会等の

参加 

３ 高齢者虐待への対応 

(１) ケース検討会議の開催 

(２) コアメンバー会議、高齢者虐待

対応協力者会議等への参加 

４ 老人福祉施設等への措置の支援 

５ 消費者被害の対応 

5(1)ｲ(ｱ) 

5(1)ｲ(ｲ) 

 

 

 

5(1)ｲ(ｳ) 

 

 

 

5(1)ｲ(ｴ) 

5(1)ｲ(ｵ) 

３  包 括

的・継続

的ケアマ

ネジメン

ト支援業

務 

  １ 包括的・継続的なケア体制の構築 

２ 介護支援専門員情報交換会の実施 

３ 介護支援専門員を対象とした研修会

等の実施 

４ 日常的個別指導・相談 

５ 支援困難事例等への指導・助言 

5(1)ｳ(ｱ) 

5(1)ｳ(ｲ) 

5(1)ｳ(ｳ) 

 

5(1)ｳ(ｴ) 

5(1)ｳ(ｵ) 

４ 在宅医

療・介護

連携推進

事業 

１ 在宅医療・介護連携推進事業の実施

（市所管課） 

5(1)ｴ １ 在宅医療・介護連携推進事業の協

力・支援 

5(1)ｴ 

５ 認知症

総合支援

事業 

１ 認知症初期集中支援チームの運営管

理 

２ 認知症初期集中支援チーム訪問支援

対象者の決定 

３ 認知症初期集中支援検討委員会の開

催 

４ 認知症地域支援推進員の国の研修に

関すること 

５ 認知症カフェの運営管理 

６ チームオレンジの設置、研修 

 

 

 

 

 

 

5(1)ｵ(ｱ) 

 

5(1)ｵ(ｱ) 

 

5(1)ｵ(ｱ) 

 

5(1)ｵ(ｲ) 

 

5(1)ｵ(ｲ) 

5(1)ｵ(ｲ) 

 

 

１ 認知症初期集中支援推進事業 

(１) 認知症初期集中支援推進事業の

周知啓発 

(２) 事業対象者の把握・支援 

(３) 認知症初期集中支援推進事業へ

の協力、支援 

２ 認知症地域支援・ケア向上事業 

(１) 認知症地域支援推進員の配置 

(２) 認知症理解の普及啓発 

(３) 認知症地域連携の推進 

(４) 認知症の相談支援、支援体制の

構築 

(５) 認知症カフェの運営支援・周知

啓発 

３ 認知症サポーター活動促進・地域づ

くり推進事業 

(１) チームオレンジの運営支援及び

助言や情報交換会の定期開催 

5(1)ｵ(ｱ) 

 

 

 

 

 

5(1)ｵ(ｲ) 

 

 

 

 

 

 

 

5(1)ｵ(ｳ) 

７ そ の 他

（任意事

業 を 含

む） 

１ 地域ケア会議の開催運営 5(1)ｶ(ｲ) １ 地域ケア小会議の開催運営 

２ 地域ケア会議の参加 

5(1)ｶ(ｱ) 

5(1)ｶ(ｲ) 

１ 認知症キャラバン・メイトフォロー

アップ講座の実施、認知症サポーター

養成講座実施のための配布資料の準備

及び報告書とりまとめ 

２ 認知症の人を支える家族のつどい

「ひだまり」事業の開催 

３ 認知症等行方不明高齢者保護ネット

ワークの運営（市所管課） 

４ 認知症早期発見・対応強化事業の取

りまとめ及び県への報告 

5(1)ｷ(ｱ) 

 

 

 

5(1)ｷ(ｲ) 

 

5(1)ｷ(ｳ) 

 

5(1)ｷ(ｴ) 

１ 認知症キャラバン・メイトの確保・

認知症サポーター養成講座の開催 

２ 認知症の人の家族に対する支援、発

注者が主催する事業の周知  

３ 認知症等行方不明高齢者保護ネット

ワークへの参加・協力、認知症高齢者

の見守り支援の構築 

４ 認知症早期発見・対応強化事業の相

談、支援及び報告 

 

5(1)ｷ(ｱ) 

 

5(1)ｷ(ｲ) 

 

5(1)ｷ(ｳ) 

 

 

5(1)ｷ(ｴ) 
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２ 介護予防・日常生活支援総合事業等 

事業区分 発注者 仕様書 受注者 仕様書 

１ 第１号

介護予防

支援事業 

  １ 第１号事業対象者の把握等 

２ 第１号介護予防支援事業 

5(2)ｱ 

5(2)ｲ 

２ 一般介

護予防事

業 

１ 一般介護予防事業の実施（市所管

課） 

5(2)ｳ １ 一般介護予防事業の支援・協力 

 

5(2)ｳ 

 

３ 指定介護予防支援事業 

事業区分 発注者 仕様書 受注者 仕様書 

１ 指定介

護予防支

援事業 

  １ 指定介護予防支援事業 5(3) 

 

４ その他 

事業区分 発注者 仕様書 受注者 仕様書 

１ 地域包

括支援セ

ンター運

営協議会 

１ 地域包括支援センター運営協議会の

開催 

 

6(3) １ 地域包括支援センター運営協議会の

参加、報告、説明 

6(3) 

２ 老人介

護支援セ

ンター 

１ 老人介護支援センターの委託業務 

 

6(4) １ 老人介護支援センターとの連携 

 

6(4) 

３ 研修 １ 研修計画の承認 9 １ 研修計画、研修の実施、研修の報告 

 

9 

４ 各種マ

ニュアル 

１ 各種マニュアルの承認 17(7) １ 各種マニュアルの作成、更新 17(7) 

 

５ 留意事項 

本業務における主な業務の発注者及び受注者の区分を示したものである。 

各業務に関し、発注者欄に記載のない業務は、受注者の業務とする。 

受注者のすべての業務について、発注者は助言、支援等を行うものとする。 
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